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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯材をロール成形し左右の幅端部同士を上側で突き合わせて電縫溶接し管とする電縫管
の製造方法において、ロール成形のフィンパス成形により帯材幅端部にテーパ形状を付与
する際に、２段階以上の角度を有するフィンを有するフィンパス成形スタンドを用いると
ともに、テーパ形状を付与するフィンパス成形スタンドのパスラインを、当該テーパ形状
を付与するフィンパス成形スタンドの直前に位置するスタンドのパスライン以下とし、テ
ーパ形状を付与しないフィンパス成形スタンドのパスラインを、当該テーパ形状を付与し
ないフィンパス成形スタンドの直前に位置するスタンドのパスラインと同等とすることを
特徴とする溶接部特性に優れた電縫管の製造方法。
【請求項２】
　フィンパス成形で帯材の上面側幅端部または／および下面側幅端部にテーパ形状を付与
することを特徴とする請求項１に記載の溶接部特性に優れた電縫管の製造方法。
【請求項３】
帯材の幅端部に付与するテーパ形状は、テーパの板厚方向に対する角度を２５°～５０°
とし、テーパの板厚方向の長さを板厚の２０％～４５％とすることを特徴とする請求項１
または２に記載の溶接部特性に優れた電縫管の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、油井のラインパイプ向けなど溶接部の靭性が要求される電縫管、あるいは、
油井のケーシングパイプなどの溶接部強度が要求される電縫管の製造方法に関わる。
【背景技術】
【０００２】
　通常、管は溶接管と継目無管に大別される。溶接管は、電縫鋼管を例とするように、板
をロール成形等によって丸めて端部を突き合わせて溶接して製造し、継目無管は、材料の
塊を高温で穿孔しマンドレルミル等で圧延して製造する。溶接管の場合、一般に溶接部の
特性は母材より劣ると言われ、管の適用に当たって、用途ごとに溶接部の靭性や強度の保
証が常に議論されて問題となってきた。
【０００３】
　例えば、原油や天然ガスなどを輸送するラインパイプでは、管を寒冷地に敷設すること
が多いため低温靭性が重要であり、また、原油採掘の油井では採掘管を保護するためのケ
ーシングパイプが必要とされ、管の強度が重要視される。
【０００４】
　通常、管の母材となる熱延板（帯材、板材）は、管製造後の母材特性を考慮して成分設
計や熱処理等が行われて、母材の靭性や強度等の特性が確保される。
【０００５】
　しかし、溶接部の特性は、母材の成分設計や熱処理等以上に、電縫溶接方法によって大
きく左右されるため、溶接技術の開発が重要であった。
【０００６】
　電縫溶接の不良原因としては、ペネトレータと呼ばれる溶接板材の端面に生成する酸化
物が、電縫溶接時に溶鋼とともに端面から排出されずに残留し、この残留したペネトレー
タを原因として靭性が低下し強度不足になる例が多かった。
【０００７】
　そこで、従来、電縫溶接不良の主原因であるペネトレータを溶接部から除くため、溶接
部の板幅端面から積極的に溶鋼を排出する技術が鋭意検討されてきた。例えば、特許文献
１などに、板幅端面の形状について検討した例が記載されている。すなわち、通常、板の
端面はスリットや端面研削によってほぼ矩形を呈しているが、この端面を電縫溶接前にテ
ーパ形状に加工し、加工した端部形状によって電縫溶接時の溶鋼排出を良好にすることを
特許文献１などは目的としている。
【０００８】
　なお、特許文献１の概要は以下の如くである。
【０００９】
　すなわち、基本的な電縫管製造ラインは図１に示すようなものであり、この電縫管製造
ラインは、帯材１０を、アンコイラ１から払い出し、レベラー２で平坦に矯正し、ロール
成形機４で帯材１０をその幅端部が上部になるように徐々に丸めていき、丸めた帯材２０
の左右両幅端部同士を突き合わせ、誘導加熱部５とスクイズロール（電縫溶接部）６から
なる電縫溶接機で電縫溶接して管３０となし、管３０の溶接ビード部をビード部切削機７
で切削し、切削後の管３０を、サイザー８にて外径調整した後、管切断機９で所定長さに
切断するという構成を有している。なお、ロール成形機４は、最後段に丸めた板端部を拘
束して真円に近い形状とする所定台数のフィンパス成形スタンド群３を備えており、ここ
では、第１スタンド３ａと第２スタンド３ｂよりなっている。
【００１０】
　そして、特許文献１に記載の技術では、図３（ａ）に横断面図、図３（ｂ）にその部分
詳細図を示すように、フィンパス成形第１スタンド３ａにおいて、管状に成形された帯材
２０の幅端部（板端部）の一部分をフィンパス孔型ロールのフィンに接触させることによ
って、図３（ｃ）に示すように、管の内面側となる板端部にテーパ形状を付与するととも
に、図３（ｄ）に横断面図、図３（ｅ）にその部分詳細図を示すように、フィンパス成形
第２スタンド３ｂにおいて、帯材２０の幅端部（板端部）の他の部分をフィンに接触させ
ることによって、図３（ｆ）に示すように、管の外面側となる板端部にテーパ形状を付与
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することで、Ｘ型開先を形成するようにしている。なお、フィンパス成形第１スタンド３
ａ、第２スタンド３ｂにおけるフィンの角度は通常の１段階の角度である。
【特許文献１】特開昭５７－３１４８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従来、電縫溶接部の靭性や強度を向上するため、特許文献１などのように、電縫溶接の
前に帯板幅端面にテーパ形状を付与しているが、これらの方法だけでは充分な効果が得ら
れにくい場合が多々生じていた。
【００１２】
　特に、特許文献１のように、帯板の幅端面にＸ字開先を付与すると、スクイズロールで
挟んで電縫溶接した場合、左右の帯材幅端部が上下にずれ易くて、所望の管とならず大問
題であった。
【００１３】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、電縫管を製造するに際して
、電縫溶接前の材料（帯材）の幅端部にテーパ形状を適切に付与することによって、溶接
品質を良好に保持することができる溶接部特性に優れた電縫管の製造方法を提供すること
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の特徴を有する。
【００１５】
　［１］帯材をロール成形し左右の幅端部同士を上側で突き合わせて電縫溶接し管とする
電縫管の製造方法において、ロール成形のフィンパス成形により帯材幅端部にテーパ形状
を付与する際に、２段階以上の角度を有するフィンを有するフィンパス成形スタンドを用
いるとともに、テーパ形状を付与するフィンパス成形スタンドのパスラインを、当該テー
パ形状を付与するフィンパス成形スタンドの直前に位置するスタンドのパスライン以下と
し、テーパ形状を付与しないフィンパス成形スタンドのパスラインを、当該テーパ形状を
付与しないフィンパス成形スタンドの直前に位置するスタンドのパスラインと同等とする
ことを特徴とする溶接部特性に優れた電縫管の製造方法。
【００１６】
　［２］フィンパス成形で帯材の上面側幅端部または／および下面側幅端部にテーパ形状
を付与することを特徴とする前記［１］に記載の溶接部特性に優れた電縫管の製造方法。
【００１７】
　［３］帯材の幅端部に付与するテーパ形状は、テーパの板厚方向に対する角度を２５°
～５０°とし、テーパの板厚方向の長さを板厚の２０％～４５％とすることを特徴とする
前記［１］または［２］に記載の溶接部特性に優れた電縫管の製造方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は著しく良好な靭性および溶接強度を備えた電縫管を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　前述したように、従来、電縫溶接部の靭性や強度を向上するため、電縫溶接の前に帯板
幅端面にテーパ形状を付与しているが、これらの方法だけでは充分な効果が得られにくい
場合が多々生じており、特に、特許文献１のように、帯板の幅端面にＸ字開先を付与する
と、スクイズロールで挟んで電縫溶接した場合、左右の帯材幅端部が上下にずれ易くて、
所望の管とならず大問題であった。
【００２０】
　そこで、本発明者らは、帯材幅端部の板厚中央部にほぼ垂直な面を形成させながら帯材
幅端部のコーナ部にテーパ形状を付与する方法を採用した。すなわち、板厚中央部にほぼ
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垂直な面を形成させることによって、スクイズロールで挟んだ場合に、安定して左右の帯
板幅端部を突き合わせることが可能であり、電縫溶接が安定して可能になることによる。
【００２１】
　次に、所望のテーパ形状を得るために、本発明者らはフィンパス成形を活用することを
検討した。本発明者らの検討によれば、フィンパス孔型ロールに材料の円周方向全周が充
満しなくとも、材料がフィンパス孔型ロールに装入される際に、材料幅端部がフィンに強
圧されて、材料幅端部がフィン部に完全充満することを把握した。すなわち、材料がフィ
ンパス孔型ロールに装入される場合、フィンに接触した材料幅端部およびそのほぼ１８０
°反対側に位置する材料幅中央部（管の底の部分）とが梁撓みの状態となって、断面を円
弧形状に曲げようとする材料の反力が大きく作用して、たとえ材料がフィンパス孔型ロー
ルに充満しなくとも、材料幅端部には円周方向に大きな圧縮力が作用し、その結果、材料
幅端部はフィンに強圧されてフィンの形状がそのまま材料幅端部に転写されることを把握
した。
【００２２】
　そこで、本発明者らは、上記のように、材料幅端部がフィンパス孔型ロールにおいてフ
ィンに強圧されることに着目して、この現象を材料幅端部へのテーパ形状の付与に積極的
に活用することにした。すなわち、フィンパス孔型ロールにおいて、フィンに２段階以上
のテーパを付与しておけば、材料幅端部に所望とするテーパ形状を充分付与できるわけで
ある。
【００２３】
　ちなみに、フィンパス成形において、管状になった帯材（管状帯材）の内面側、外面側
のいずれか片側の幅端部にテーパ形状を付与する場合は、２段階の角度を有するフィン形
状とすればよい。また、フィンパス成形において、管状になった帯材（管状帯材）の内面
側と外面側の幅端部に同時にテーパ形状を付与する場合は、３段階の角度を有するフィン
形状とすればよい。
【００２４】
　ただし、２段階または３段階としたフィンのいずれかの角度がフィンパス孔型ロールの
垂直方向より大きな角度になると、帯材幅端部がフィンにより削り取られて、「ひげ」と
称する余肉材が発生することがあり、フィンパス成形時に傷を発生させるとともに、電縫
溶接のスパークの原因となるので、フィンの角度は垂直方向以下にしておくとよい。
【００２５】
　また、２スタンド以上でのフィンパス成形が可能である場合、１つのスタンドのフィン
が２段階の角度のテーパを有するようにして、帯材幅端部の一方（例えば、管状帯材の内
面側）にテーパ形状を付与し、別のスタンドのフィンが前記と異なる角度の２段階のテー
パを有するようにして、帯材幅端部の他方（例えば、管状帯材の外面側）にテーパ形状を
付与するとよい。なお、フィンパス成形で帯材幅端部の一方にテーパ形状を付与した場合
、その部分は強圧によって著しく加工硬化するため、さらに別のスタンドで帯材幅端部の
他方にテーパ形状を付与しても、前段スタンドで付与したテーパ形状は比較的潰れにくく
なる。従って、フィンパス成形後の帯材幅端部には内面側、外面側とも所望のテーパ形状
が付与できるわけである。
【００２６】
　その上で、フィンパス成形スタンドでより一層安定して帯材幅端部にテーパ形状を付与
するには、テーパ形状を付与するスタンドのパスラインを、当該スタンドの直前に位置す
るスタンドのパスラインと同等またはそれ以下にするとよい。
【００２７】
　例えば、図１の電縫管製造ラインにおいて、フィンパス成形第２スタンド３ｂで帯材２
０の幅端部の内面側または／および外面側にテーパ形状を付与する場合には、その第２ス
タンド３ｂのパスラインを、直前に位置するフィンパス成形第１スタンド３ａのパスライ
ンと同等またはそれ以下にする。
【００２８】
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　また、図１の電縫管製造ラインにおいて、フィンパス成形第１スタンド３ａで帯材２０
の幅端部の内面側または／および外面側にテーパ形状を付与する場合には、その第１スタ
ンド３ａのパスラインを、直前に位置するロール成形スタンド４ｓのパスラインと同等ま
たはそれ以下にする。
【００２９】
　すなわち、帯材２０の幅端部の内面側、外面側（帯材１０の幅端部の上面側、下面側）
の一方もしくは両方にフィンパス成形でテーパ形状を付与するには、フィンパス孔型ロー
ルへの充満度を向上する必要があるが、テーパ形状を付与する当該スタンドのパスライン
が、その直前のスタンドのパスラインに比較して高い場合、帯材幅端部は当該スタンドの
水平ロールでなく、フィンに先に接触しやすくなる。フィンパス孔型ロール入側において
フィンは回転によって内面側に移動しているため、帯板幅端部がフィンに接触すると、周
方向にアプセット力が強く加わることも作用して、帯材幅端部が内面側に倒れ込んでフィ
ンのテーパ部分に充満せず、帯材幅端部にテーパ形状が付与されない場合が生じた。
【００３０】
　これに対して、テーパ形状を付与する当該スタンドのパスラインが、その直前のスタン
ドのパスラインに比較して同等またはそれ以下の場合は、帯材幅端部は当該スタンドの水
平ロールに先に接触しやすくなり、周方向にアプセット力が強く作用して、帯材幅端部は
水平ロール面を円周方向に容易に移動して、フィン部に充満しやすくなるわけである。
【００３１】
　そして、フィンパス成形後の電縫溶接直前のテーパ形状について最適化を図った結果、
垂線からの角度（テーパの板厚方向に対する角度）を２５°～５０°とし、テーパ開始位
置から終了位置までの垂線の長さ（テーパの板厚方向の長さ）を板厚の２０％～４５％と
すると良いことを把握した。
【００３２】
　すなわち、垂線からの角度（テーパ角度）を２５°未満とすると、板厚中央部からの溶
鋼排出が不十分となってペネトレータが残留して不良となり、電縫溶接後の靭性や強度が
低下し、垂線からの角度（テーパ角度）を５０°超えとすると、電縫溶接後にもそのテー
パ形状が製品の管の疵として残留し問題である。さらに、テーパ開始位置から終了位置ま
での垂線の長さ（テーパ高さ）について、板厚の２０％未満であると、板厚中央部の溶鋼
排出が不十分となってペネトレータが残留しやすくなり、板厚の４５％を超えると、スク
イズロールで挟んで電縫溶接した場合、左右の帯材幅端部が上下にずれ易くて電縫溶接が
正常にできず、製品としての管にすることできない場合が多々生じて問題であり、電縫溶
接ができた場合でも、その後にテーパ形状が製品の管の疵として残留し問題である。
【００３３】
　上記のような本発明の一実施形態を図面に基づいて以下に述べる。
【００３４】
　本発明の一実施形態において用いる電縫管製造ラインは、前述の図１に示したものと同
様である。すなわち、この電縫管製造ラインは、帯材１０を、アンコイラ１から払い出し
、レベラー２で平坦に矯正し、ロール成形機４で帯材１０をその幅端部が上部になるよう
に徐々に丸めていき、丸めて管状になった帯材２０の左右両幅端部同士を突き合わせ、誘
導加熱部５とスクイズロール（電縫溶接部）６からなる電縫溶接機で電縫溶接して管３０
となし、管３０の溶接ビード部をビード部切削機７で切削し、切削後の管３０をサイザー
８にて外径調整した後、管切断機９で所定長さに切断するという基本構成を有している。
【００３５】
　そして、この実施形態においては、ロール成形機４は最後段に複数スタンド（ここでは
、第１スタンド３ａと第２スタンド３ｂ）からなるフィンパス成形スタンド群３を備えて
おり、その第２スタンド３ｂが、図２（ａ）に断面図を示し、図２（ｂ）にその部分詳細
図を示すように、３段階のテーパ（１段目の傾斜部垂直長さδ、２段目のテーパ傾斜角度
γ、３段目のテーパ傾斜角度α、３段目の傾斜部垂直長さβ）となったフィン形状を備え
ており、そのフィン形状を帯材２０の幅端部に転写することによって、図２（ｃ）に示す
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ように、帯材２０の外面側の左右両幅端部に、テーパ角度がαでテーパ高さがβのテーパ
形状を付与し、帯材２０の内面側の左右両幅端部に、テーパ角度がγでテーパ高さがψの
テーパ形状を付与するようになっている。
【００３６】
　その上で、この実施形態においては、帯材２０の幅端部にテーパ形状を付与する第２ス
タンド３ｂのパスラインが、直前に位置する第１スタンド３ａのパスラインと同等または
それ以下になっている。
【００３７】
　なお、上記において、第１スタンド３ａにおいて帯材幅端部の一方（例えば、管状帯材
の内面側）にテーパ形状を付与し、第２スタンド３ｂにおいて帯材幅端部の他方（例えば
、管状帯材の外面側）にテーパ形状を付与する場合には、帯材２０の幅端部の一方にテー
パ形状を付与する第１スタンド３ａのパスラインを、直前に位置するロール成形スタンド
４ｓのパスラインと同等またはそれ以下にするとともに、帯材２０の幅端部の他方にテー
パ形状を付与する第２スタンド３ｂのパスラインを、直前に位置する第１スタンドのパス
ラインと同等またはそれ以下にする。
【実施例１】
【００３８】
　以下、実施例に基づいて説明する。
【００３９】
　ここでは、板幅１９２０ｍｍ×１９．１ｔｍｍの帯材（鋼帯）を用いて、φ６００の電
縫管を製造した。
【００４０】
　そして、製造した電縫管の溶接部から試験片を切り出してシャルピー試験を行い、性能
を評価した。シャルピー試験片は、管長手方向の相違する１０点から１本ずつ、試験片長
さ方向を管円周方向に平行にし、ノッチ長さ中心を溶接部肉厚中心位置として採取し、Ｊ
ＩＳ５号の２ｍｍＶノッチ衝撃試験片として、－４６℃での衝撃試験を行い、吸収エネル
ギー、脆性破面率を測定した。なお、吸収エネルギーは１２５Ｊ以上、脆性破面率が３５
％以下を性能許容範囲とした。
【００４１】
　（参考例１）参考例１として、前述の実施形態に基づいて上記の電縫管を製造した。そ
の際、３スタンドからなるフィンパス成形スタンド群の第１スタンドから第３スタンドの
パスラインを同一にして、その第２スタンドにおいて、帯材の内面側の左右幅端部にテー
パ形状を付与し、その第３スタンドにおいて、帯材の外面側の左右幅端部にテーパ形状を
付与した。目標としたフィンパス成形後のテーパ形状（電縫溶接直前のテーパ形状）
は、帯材の内面側および外面側ともに、テーパ角度が３０°でテーパ高さが５ｍｍ（板厚
の２６％）のほぼ直線上のテーパ形状である。
【００４２】
　（本発明例２）本発明例２として、前述の実施形態に基づいて上記の電縫管を製造した
。その際、２スタンドからなるフィンパス成形スタンド群の第１スタンドのパスラインを
、その直前に位置するロール成形スタンドのパスラインに比較して２０ｍｍ低くし、その
第１スタンドにおいて、帯材の内面側と外面側の左右幅端部にテーパ形状を付与した。第
２スタンドにおいて、前記のテーパ形状に多少の潰れも発生したが、目標としたフィンパ
ス成形後のテーパ形状（電縫溶接直前のテーパ形状）は、帯材の内面側および外面側とも
に、テーパ角度が４０°でテーパ高さが７．２ｍｍ（板厚の３８％）のほぼ直線上のテー
パ形状である。
【００４３】
　（比較例１）比較例１として、３スタンドからなるフィンパス成形スタンド群の第２ス
タンドのパスラインを第１スタンドのパスラインに比較して５ｍｍ高くし、第３スタンド
のパスラインを第２スタンドのパスラインに比較して１０ｍｍ高くするとともに、その第
２スタンドにおいて、帯材の内面側幅端部を板厚方向のほぼ１／２までフィンに接触させ
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て、テーパ角度を２０°としたほぼ直線上のテーパ形状の付与を狙い、その第３スタンド
において、帯材の外面側幅端部に板厚方向のほぼ１／２までのテーパ形状を付与すること
を狙ってフィンパス成形を行った。
【００４４】
　（比較例２）比較例２として、２スタンドからなるフィンパス成形スタンド群において
、第１スタンドのパスラインを直前のスタンド（ケージロール成形機の最終スタンド）に
比較して５ｍｍ高くし、第２スタンドのパスラインを第１スタンドのパスラインに比較し
て１０ｍｍ高くしてフィンパス成形を行った。なお、帯材の幅端面にはテーパ形状は付与
せず、ほぼ矩形になるようにした。
【００４５】
　これらの参考例１、本発明例２と比較例１、２について、電縫溶接直前の帯材幅端部の
形状を実測した結果と、製造後の電縫管の溶接部におけるシャルピー衝撃値と脆性破面率
を測定した結果を表１に示す。
【００４６】
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【表１】

【００４７】



(9) JP 5194728 B2 2013.5.8

10

20

30

　表１より、参考例１、本発明例２による電縫管は、溶接部の衝撃強度が高く脆性破面率
が小さくて、靭性が良好であって、製品の信頼性が高い。これに対して、比較例１、２で
製造した電縫管は、溶接部の衝撃強度が低く脆性破面率が大きくて、靭性が低下しており
、製品の信頼性に乏しかった。フィンパス成形後の電縫溶接直前における帯材幅端部形状
を比較すると、本発明例１、２の場合、帯材の内面側、外面側に所望するテーパ形状が付
与されていたのに対して、比較例１、２では、いずれもテーパ形状が不足しており、フィ
ンパス成形で板厚方向に平滑化されてしまったことが分かる。
【００４８】
　これにより、本発明によって溶接部特性の良好な電縫管を製造できることが確認された
。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施形態における電縫管製造ラインを示す図。
【図２】本発明の一実施形態における帯材幅端部へのテーパ形状の付与を示す図。
【図３】従来技術（特許文献１）を示す図。
【符号の説明】
【００５０】
　１　アンコイラ
　２　レベラー
　３　フィンパス成形スタンド群
　３ａ　フィンパス成形スタンドの第１スタンド
　３ｂ　フィンパス成形スタンドの第２スタンド
　４　ロール成形機
　４ｓ　フィンパス成形スタンドの直前のロール成形スタンド
　５　誘導加熱装置（コンタクトチップ）
　６　スクイズロール（電縫溶接部）
　７　ビード部切削機
　８　サイザー
　９　管切断機
　１０　帯材
　２０　管状に成形された帯材
　３０　管
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【図３】
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